
議会の役割ってなぁに？議会の役割ってなぁに？議会の役割ってなぁに？其の二

町民・町議会・町長の関係

議決

提案

　町長は　民意（選挙）で選出されたこと
を根拠に　全ての意思決定を単独で行う
＝町長独任制

↓
民主制実質的には維持できない

（多様な民意を一人の人間で代表できない）
↓

多人数での活発な議論により
合意で意思決定

↓
議論・合意の舞台が必要

＝

憲法93条 （地方自治）
「議事機関として議会を設置する」合議に
よる意思決定機関＝議会

議会の役割は　一般的に3大機能がある
といわれている

①議決機能
町長が行う行政の前提となる条例・
予算・決算等の議決権

②監視機能
町長が行う行政の適正確保のための
監視権

③提案機能
町民の意見を代表して　行政に反映さ
せるための提案権

独任制
執行機関

合議制
議決機関

町長

町民

町議会

行政
サービス

陳情・請願

監視

議会の役割：３大機能
議会の必要性

選挙選挙

若手消防団員とのタウンミーティングを終えて 特集
シリーズ
4

議員のなり手不足解消に向けて
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消防団員による階梯操法

若手消防団員とのタウンミーティングを終えて
「議員のなりて不足」をテーマに若手団員との
アンケート・意見交換会実施の所感を報告

競練会で頑張る消防団員

地
域
密
着
が
強
す
ぎ
る

　

町
内
に
は
23
の
行
政
区

が
あ
り
、
各
区
長
が
ま
と

め
役
に
な
り
、
運
営
さ
れ
、

良
い
仕
組
み
が
で
き
あ

が
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
区
画
整
理
事

業
な
ど
が
進
み
、
人
口
も

増
え
生
活
の
多
様
性
の
現

状
か
ら
考
え
る
と
、
色
々

な
立
場
の
考
え
か
ら
、
区

に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

手
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
、

理
解
が
必
要
で
あ
る
。

　

区
の
こ
と
は
区
長
に
、

町
の
将
来
を
考
え
る
こ
と

が
議
員
の
本
来
の
職
務
で

あ
る
。

町
民
の
意
見
を
も
っ
と

聞
い
て
ほ
し
い

　

生
活
す
る
う
え
で
、
不

便
を
感
じ
る
こ
と
、
不
安

に
思
う
こ
と
、
万
が
一
の

災
害
の
心
配
な
ど
、
町
民

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
と

こ
ろ
が
議
会
・
議
員
の
役

目
で
す
。
議
員
と
し
て
大

切
な
役
目
は
、
先
ず
皆
さ

ん
の
声
を
聞
く
こ
と
だ
と
、

自
覚
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
、
も
っ
と
皆
さ
ん
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

機
会
を
増
や
す
必
要
を
感

じ
て
い
る
。

町
政
に
対
す
る
関
心
が

薄
れ
て
い
る

　

良
く
と
れ
ば
、
町
民
の

生
活
は
比
較
的
豊
か
で
、

町
政
が
順
調
に
行
わ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

順
調
な
時
こ
そ
、
町
の

将
来
像
を
し
っ
か
り
見
据

え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

若
手
議
員
が
少
な
い

　

現
在
の
議
員
15
人
の
平

均
年
齢
は
71
歳
で
、
全
国

町
村
の
中
で
も
、
高
齢
上

位
に
あ
る
。

　

本
町
は
人
口
が
増
え
続

け
、
高
齢
化
率
は
21
％
で

他
市
町
よ
り
低
く
比
較
的

若
い
町
で
あ
る
。

　

若
者
が
議
員
に
挑
戦
す

る
に
は
、
報
酬
・
任
期
後

の
保
証
な
ど
ハ
ー
ド
ル
が

が
高
い
と
考
え
る
。

議
員
（
議
会
）
は
何
を
し

て
い
る
か
、
解
ら
な
い

　

議
会
活
動
の
報
告
は

「
議
会
だ
よ
り
」
な
ど
で

行
っ
て
き
た
が
、
今
年
か

ら
議
会
の
様
子
を
Ｙ
ｏ
ｕ

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
録
画
放
映
、

議
会
だ
よ
り
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
記
載
し
、
ス
マ
ホ
で

も
閲
覧
可
能
に
な
っ
て
い

る
。

　

今
後
さ
ら
に
、
地
域
、

各
種
団
体
な
ど
と
、
接
す

る
機
会
を
積
極
的
に
設
け

る
こ
と
が
必
要
と
感
じ
た
。

◦
消
防
団
長
・
副
団
長
・

各
分
団
長
・
副
分
団
長
と

１
月
８
日
に
開
催
。

◦
町
子
ど
も
会
連
絡
協
議

会
役
員
と
１
月
30
日
に
開

催
。

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
開
催
計
画
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